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 ■食品表示のいろいろ 

原材料名 

  加工食品には、必ず原材料名がついています。使用した全ての原材料が食品添加物

とそれ以外の原材料に分けられ、使用した重量の多い順に表示されています。 

  

 食品添加物 

  加工品の腐敗防止や着色など、さまざまな目的で、化学合成された食品添加物が使

用されています。それぞれ実験で安全基準が定められていますが、何種類もの食品添

加物を同時に摂取すれば、人間の体のなかで化学変化が起こる可能性があります。加

工品を選ぶときは、なるべく食品添加物の含まれていないものや種類の少ないものを

選ぶようにします。 

 

 

 賞味期限と消費期限 

  賞味期限は、比較的長くもつ食べ物に、消費期限は、いたみやすい食べ物に付けら

れます。長くもつ食べものとは、乾麺やクッキー、レトルト食品、清涼飲料水、冷凍

食品、ハム、ソーセージ、さつまあげ、さらに牛乳や乳製品なども含まれます。こう

した食べものは、所定の方法で保存すれば、賞味期限の期間内は、おいしく食べられ

ることが保証されています。品質の劣化が比較的ゆっくりなので、賞味期限を過ぎて

も、すぐに食べられなくなるわけではありません。多少、味が落ちている可能性はあ

りますが、まだ十分に食べられる場合も多くありますので、まずは匂いをかいだり味

見をしたり、五感を使ってたしかめてみましょう。 

  いたみやすい食べものとは、ケーキなどの生菓子やお惣菜、調理パン、食肉、豆腐、

生がきなどです。こうした食べものは、消費期限を過ぎると腐っている可能性があり、

安全とはいえません。期限をすぎたら食べないほうが無難です。なお、いずれの期限

も、開封する前の期限です。 
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 牛肉の表示 

  牛肉の原産地表示は、牛が生まれた場所の表示ではなく、牛がもっとも長く飼育さ

れた場所をいいます。外国で生まれた牛でも、日本で育てば「国産牛」となります。

日本で育った「国産牛」は、全て番号（個体識別番号）が付けられていて、牛肉のラ

ベルには、それを表示するよう定められています。ラベルに記された URL にインター

ネットでアクセスし、その番号かた情報をたどると、その牛についての情報が調べら

れます。 

  「和牛」は、牛の種類を指す言葉で「国産牛」は、牛の育った場所を指しています。 

 

 魚の表示 

  魚介類に示されている原産地は、原則的に漁獲された水域（または養殖された水域）

です。それが表示できない場合は、例外的に、水揚げ港か水揚げ港のある都道府県名

のどちらかを表示してもよいことになっています。輸入の場合は、その原産国が表示

されます。海水に含まれる水銀やダイオキシンなどの汚染物質が、魚の体のなかに蓄

積し、濃度は、魚の体が大きくなるにつれ、高まります。特に妊娠中は、厚生労働省

が注意を呼びかけているメカジキ、キンメダイなどの大型魚の摂取量に注意しましょ

う。また、沿岸にとどまる近海魚より、回遊魚（あじ、いわし、さば、鮭、さんま、

たら、とびうお、かつお、ぶりなど）のほうが海水の汚染物質が蓄積しにくく安全性

が高いとされています。 

 国産品と輸入品 

  国産の農産物と輸入品の違いは、作物を収穫した後で使われる、 

腐敗やカビを防止するための薬剤（ポストハーベスト農薬）の使用の有無です。国

産にこのポストハーベスト農薬が使われることは、ほとんどありませんが海外から

輸入される穀物や果物は、大量のポストハーベスト農薬が使われています。 

 国産品を選ぶ際には、原産地のほか市町村名、さらにできれば生産者名があるも

のを選ぶようにしましょう。 
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JAS マーク  

  JAS 法（＝「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」＝略称「農林

物資法」）に基づき、品位、成分、性能等の品質についての JAS 規格を満たす食品や

農林産物などにつけられます。 

 特定 JAS  

  JASマークが成分、使用原材料、内容量等の品質全般にわたる規格であるのに対して、

特別な生産の方法または特色ある原材料を使用しているものにつけられます。熟成ハム

類や、地鶏肉、手延べ干しめんなど９品目について規格が定められています。 

 生産情報公表 JAS  

  生産情報（誰が、どこで、どのように生産したか）を正確に記録、保管、公表してい

ることを認定された牛肉、豚肉、農産物につけられるマークです。牛肉については、個

体識別番号に加えて、給餌情報、医薬品投与情報なども提供されます。 

 

 有機 JAS  

  種まき、または植え付けの２年以上前から（多年生作物の場合は最初の収穫の３年以

上）化学肥料及び禁止された化学合成農薬を使用せず、堆肥等による土づくりを行った

圃場において生産された農産物で、認定機関によって認められたものに表示されます。 
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 特定保健用食品  

 食生活において特定の保健の目的で役立つよう開発された商品で、人に対しての有効

性、安全性が審査で認められたものにつけられます。なお、医薬品と誤解されるような、

治療、予防等に関係する表現は認められていません。 

  

 

 

 特別用途食品 

 健康増進法に基づいて、病人用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、高齢

者用食品など特別の用途に適している食品であることを表しているマークです。厚生労

働大臣の許可を受けた食品のみがマークを表示することができます。 

 

 HACCP (ハサップ) 

元々はアメリカの航空宇宙局（NASA）が開発した食品安全チェックシステムで万一宇

宙で食中毒が出たら大変なので、安全管理のために生まれたもの。Hazard Analysis (危

害分析) and Critical Control Point (重要管理点) の略で、食品製造工程において発

生する危害を想定し、その発生を防止するための監視方法を定めて、効果的かつ効率的

に衛生管理する方法で、国際的に高く評価されているシステムです。 

（服部幸應氏「食育のすすめ」より引用） 
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松戸市食育シンボルキャラクター 

ぱくちゃん 

松戸市では、みんなが「食の大切さと 

郷土の素晴らしさを知り、生涯を通じて健やか

に生きることができるよう、食育を推進してい
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